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研究要旨 
本研究の目的は、厚生労働省が推進するPHRサービスの全体像を俯瞰し、その現状と課題を明らかにする

ことである。厚生労働省はマイナポータルを通じて個人に健診情報等を提供し、個人が自身の健康状態を理
解し、健康行動に対する態度が変わることによって健康状態の改善を目指している。しかし、PHRサービス
の効果に関する学術的根拠は依然として乏しく、標準的なサービス展開モデルも確立されていない。さらに、
PHRサービスは多様であり、サービス内容や提供方法にも大きな異質性が存在する。本研究の初年度は、「P
HRサービスの全体像の俯瞰および関連文献のレビュー」、「PHRサービスを活用した保健指導者への調査」
の目的を達成するために研究を行った。 

PHRサービスの全体像の俯瞰に関しては、本邦におけるPHRサービスの定義や経緯を整理し、PHRサービ
スと行動変容との関連についての先行文献を調査した。関連文献のレビューは、国内外の研究を対象とし、
特にアンブレラレビューを実施することで効率的な文献調査を行った。PHRサービスの定義に関しては、複
数の定義が存在することが確認された。例えば、総務省、厚生労働省、経済産業省が策定した定義では、PH
Rは個人が自身の健康管理に利用可能な情報として、健康診断情報、医療機関から提供される情報、個人が自
ら測定または記録する情報を含むとされている。医療機関や健康診断実施機関から患者の方向、患者から医
療機関や保健指導実施機関の方向など、複数の概念を含むため、混乱を生じていることが推測された。 
海外の文献レビューにおいても、PHRに関連する多様な用語や概念が確認された。例えば、"personal he

alth records"、"patient portals"、"patient generated health data"などの用語が使用されており、それぞ
れが異なる側面や機能を強調していることがわかった。PHRの機能としては、電子カルテの閲覧、薬剤管理、
医療従事者とのコミュニケーション、受診予約管理、教育機能、自身の健康管理機能などが挙げられていた。 
現在までの調査結果から、PHRサービスの定義や機能に関する多様性が確認され、これがPHRサービスの効
果検証や標準化の障壁となっていることが示唆された。 
今後の研究では、PHRサービスの効果をより正確に評価し、標準化されたモデルの確立を目指すことが重

要である。これには、PHRの定義や機能に関する共通理解の形成、利用者のニーズに応じたサービス設計、
そしてエビデンスに基づく政策の推進が求められる。 
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A． 研究目的 
厚生労働省ではマイナポータルを通じた個人への

健診等情報の提供を行うPHRサービスを近年開始し

ている。厚生労働省のPHRサービスでは健康改善へ

のインセンティブはないが、PHRサービスを通じて

自身の健康状態を理解することで健康行動に対する

態度が変わり、健康行動が増え、ひいては健康状態

が改善して医療アウトカムが改善することが期待さ

れる。数少ないエビデンスの1つとして、永井ら1

は、株式会社JMDCのPHRサービスPepUp®へのログイ

ン行動と健診値の改善に正の相関を見出した。しか

し、PHRサービスの効果についての学術的根拠は未

だ乏しく、加えてサービス展開のプロトタイプとな

るべきモデルが確立していない。PHRサービスは民

間主導で様々な工夫がなされており、サービス内容

の異質性が高い。例えば民間医療保険と連携して個

人が自身の健康状態等を改善すると保険料割引等の

インセンティブが与えられるもの、PHRサービスの

特定機能の利用にインセンティブを付与するものな

どがある。多様であるが故、サービス内容を切り分

け、例えば自発的効果のみについて論じることが困

難である。 

このように多種多様なPHRサービスが提供されて

いるなか、1年目である今年度は以下の2点を目的と

して進めた。 

(1) PHRサービスの俯瞰およびPHRサービスに関連す

る文献のレビュー 

PHRの概念を整理し、本邦におけるPHRに関する

経緯、PHRサービスの俯瞰を行った。また、PHRサ

ービスと行動変容との関連について先行文献の調

査を行った。 

(2) PHRサービスを活用した保健指導者への調査 

PHRサービスを活用した行動変容の事例として

保健指導の文脈で対象者の行動変容を促すために

PHRがどのように用いられているのか、その実態

や活用における課題を明らかにするため、保健指

導に携わる保健師や管理栄養士へのインタビュー

調査を実施することとした。なお、当調査の「B.

研究方法」以降については、後述する「分担報告

書：行動変容促進モデルの構築に関する研究」に

おいて報告する。 
 
B． 研究方法 
(1) PHRサービスの俯瞰およびPHRサービスに関連す

る文献のレビュー 

本邦におけるPHRサービスの定義について、関連

する学協会のホームページや省庁の検討会資料など

を確認し、PHRに関する定義をまとめた。 

また、先行文献の調査について、もともとは本邦

におけるPHRへのアクセスやPHRの効果についての研

究を調べる予定であったが、本邦では数が限られて

いることから、海外も含めた文献レビューを行うこ

ととした。さらに、海外ではすでに数千を超える文

献があり、全てをレビューするのは効率的でないと

考え、アンブレラレビュー（レビュー論文のレビュ

ー）を行う方針とした。 

検索式の概要としては以下の通りである。PubMed

を含めた複数の文献データベースを用いて、以下の

定義のA-Dについて「A & (B OR C) & D」のreview,

 systematic reviewを抽出した： 

A: PHRの概念に当てはまるもの 
同義または含まれる概念の言葉として使われてい
るものは含めるようにした 
eHealthやmHealthは別の文脈でも多く使われてい
たので、条件として含めなかった 
B: セルフケア、行動変容などを示すもの 
C: 利用、受容、アクセス（の向上）などを示すもの 
D: 機能 
本レビューをまとめるにあたっての視点（リサーチ

クエスチョン）として、以下のものを挙げた： 
n PHRを指す言葉に何があるか？ 
n PHRの機能には何が挙げられるか？ 
n PHRの機能ごとに、それらのアクセスと関連

する要因は？ 
n PHRの機能ごとに、それらの効果は？ 

(2) PHRサービスの利用者およびPHRサービスを活用

した保健指導者への調査 

先述のとおり、当調査の研究方法については「分

担報告書：行動変容促進モデルの構築に関する研

究」において報告する。 

 

（倫理面への配慮） 
 保健師へのインタビュー調査については、新潟県
立大学、国立国際医療研究センターの倫理審査委員
会にて承認された（承認番号:新潟大学：2335、国
立国際医療研究センター：NCGM-S-004823-00）。 
 
C． 研究結果 
(1) 本邦におけるPHRサービスの俯瞰およびPHRサー 

ビスに関連する文献のレビュー 

本邦のPHRサービスの全体像の俯瞰に関しては、P

HRの定義が複数ある状況を確認した。例えば、民間

PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本

的指針（総務省、厚生労働省、経済産業省）2の定義

では、個人が自らの健康管理に利用可能な「個人情

報の保護に関する法律」上の要配慮個人情報で次に

掲げるもの、及び予防接種歴とされ、具体的には1)

 個人がマイナポータルAPI等を活用して入手可能な

健康診断等の情報、2) 医療機関等から個人に提供

され、個人が自ら入力する情報、3) 個人が自ら測

定又は記録を行うものであって、医療機関等に提供

する情報とされている。また、一般社団法人PHR普

及推進協議会3の定義では、「保健医療情報等を国

⺠・患者の病気の予防・健康づくり等に活用する、

国⺠・患者が自ら利用する ICT を活用したサ ービ

スで、情報提供機能、リコメンド機能、管理・閲覧

機能、第三者提供機能のいずれかを含むもの。管

理・閲覧機能には、ウェアラブル端末等を通じて日
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常的に記録される情報(ライフログ)等の健康に関連

する情報の収集を含む。」とされている。さらに、

一般財団法人日本情報経済社会推進協会4の定義で

は、「健康に関する個人情報を、生涯にわたり本人

が電子的に閲覧し管理することにより、本人の健康

に関する意思決定に資する仕組み又は仕組みを通じ

て管理されるデータ」とされている。 

このように、PHRの定義には健診や医療の情報を

個人が見に行く方向（「基本的指針」での1）・2)

の役割）と、個人のウェアラブルディバイス等にユ

ーザーが蓄積した情報を健診機関や医療機関に受け

渡す方向（「基本的指針」での3)の役割）との両方

を含むものが多いことがわかった。 

海外の文献も含めたアンブレラレビューに関して

は、38件の論文を抽出し内容確認を実施した。 

PHRの概念と重複する単語として、MeSH Termとし

ての"health records, personal"、"patient porta

ls"のほか、"personal health records”, "person

al medical record”, "personal medical record

s”, "patient portal”, "patient portals”, "P

HR"[All Fields], "patient web portal”, "patie

nt web portals”, "Personal health data”, "pe

rsonal health information”, "Patient Generate

d Health Data"[All fields], "personally contro

lled electronic health record”, "pcehr”など

があった。関連するMeSH Termとして、これらの他

には"Patient Generated Health Data"があった。 

PHRの機能について、例えばHarahapらのレビュー

論文5では、基本機能として、電子カルテ、行政上・

保険などの健康関連の情報を本人が見る機能が挙げ

られており、応用機能として、薬剤管理機能、医療

従事者と患者のコミュニケーション機能、受診予約

管理機能、教育機能、自身の健康の管理機能があげ

られていた。 

本研究は現在、論文提出準備中であり、次年度の

報告書にて詳細を報告する予定である。 

(2) PHRサービスの利用者およびPHRサービスを活用

した保健指導者への調査 

当調査の研究結果については「分担報告書：行動

変容促進モデルの構築に関する研究」において報告

する。 

 

D． 考察 
本邦におけるPHRサービスの定義について関連す

る学協会のホームページや省庁の検討会資料などを
確認し、PHRに関する定義をまとめる作業の中では、
本邦の実際にPHRの用語が指す範囲については立場
によって認識に違いがあることが判明した。このこ
とが、PHRを論じる際に同床異夢の状況に陥りやすい
原因であると考えられた。また、本邦においては特に、
学術的な検討よりも先に産業分野での開発・推進が
先んじている印象があり、本邦においてエビデンス
を蓄積することの重要性が認識された。 
文献レビューは論文作成の中途であるが、PHRを示

す英語の概念も複数含まれていることが確認された。

それぞれの言葉には、PHRの複数の機能のうち一部に
注目したものもあれば（patient portalなどー「基
本的指針」の1）、2)の部分に相当する）、複数をカ
バーする概念としてのpersonal health recordsな
どの言葉も挙げられた。これらの状況を概説し、PHR
の現況と課題を報告することが重要と考えられた。 

 
E． 結論 
本邦におけるPHRサービスの俯瞰およびPHRサービ

スに関連する文献のレビューを行った。概念とそれ

に相当する単語が複数あることがわかり、これらの

状況を概説することの重要性が示唆された。 

 

F． 健康危険情報 
特記事項なし 

 
G． 研究発表 

1. 論文発表 
特になし 

2. 学会発表 
特になし 

 
H． 知的財産権の出願・登録状況 
特になし 
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資料1: 本邦のPHRサービスの全体像の俯瞰についての実務担当者会議資料
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